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令和８年度 浦添市地域経済牽引企業創出事業運営業務 

公募型プロポーザル実施要領 
 

※ 本プロポーザルは、次年度当初予算成立及び沖縄振興特別推進交付金の交付決定を前提

とした事前準備行為として実施するものであり、予算案が否決又は国からの交付決定がなされな

い場合など前提となる条件を満たさなかった場合は、本業務に係る契約の一部または全部を締

結できない場合があるので、あらかじめ留意すること。なお、この場合においても、企画提案書等の

作成、提出及びプロポーザル参加等に要する一切の費用は、プロポーザル参加者等の負担となる

点も併せて留意すること。 

 

１  趣旨 

この要領は、令和８年度浦添市地域経済牽引企業創出事業運営業務に係る受託候補者

の募集に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

2  業務概要 

(1) 業務の名称 

令和８年度 浦添市地域経済牽引企業創出事業運営業務 

(2) 業務の内容 

別紙１「業務説明書」のとおり 

(3) 業務の履行期間 

契約締結の日から令和９年 3 月 26 日まで 

(4) 令和８年度事業費（委託料上限額） 

２０，１３５，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

※事業費は、提案事業の遂行に必要な経費とし、委託内容からその妥当性が認められる 

範囲とする。なお、この金額は企画提案のために提示する金額であり、契約金額ではない。 

(5) 事業期間  令和８年度～令和 13 年度まで（予定） 

    事業年度毎に業務委託契約を締結することとし、企画提案の内容及び業務の実施状況を

踏まえ、令和８年度以降も業務委託契約を締結する場合がある。 

 (6) 担当部署（発注者） 

浦添市 市民部経済文化局 産業振興課（担当者：武野） 

〒901-2501 沖縄県浦添市安波茶１－１－１ 浦添市役所 行政棟 5 階 

電話番号：098-876-1299  E-mail: sangyo@city.urasoe.lg.jp 

 

３ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加できる者は、次の(1)～(9)の要件を満たす法人又はその法人を核にした

複数の者による共同企業体とする。 

(1) 別紙 1「業務説明書」の内容を的確に遂行するに足りる能力を有する者であること 

(2) 沖縄県内に本店、支店等の事業拠点を有する者であること 

(3) 発注者（浦添市）と密接な連携がとれる体制を確保できること 

(4) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しない者で

あること 
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(5) 会社更生法（平成 14年法律第154号）、民事再生法（平成 11年法律第225 号）

等に基づく更生又は再生の手続開始のも申し立てが行われた者でないこと。 

(6) プロポーザル参加申込書提出の日から本業務にかかる受託者の特定の日までの間、浦添市

から指名の停止を受けていないこと 

(7) 浦添市税（または、現在の主たる事業所所在市町村の市町村税 ）、法人税、消費税及

び地方消費税を滞納していないこと 

(8) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 2

号に掲げる暴力団又はその構成員の利益になる活動を行う者でないこと 

(9) 過去５年間に国又は地方公共団体と類似の契約を締結し、誠実に履行した実績を有する

こと 

 

４ 公募期間等のスケジュール（予定：事務都合等により日程変更する場合があります。） 

(1) 公募開始（公告）              令和８年 3 月 3 日(火) 

(2) 質問票の受付期限               令和８年３月 16 日(月) 17：00 まで 

(3) 質問回答（HP 掲載）            令和８年３月 17 日(火) 

(4) 参加申込書及び企画提案書提出期限  令和８年３月 25 日(水) 17：00 まで 

(5) 参加資格審査結果通知           令和８年３月 26 日(木)  

(6) プレゼンテーション審査             令和８年３月 30 日(月)又は 31 日(火)  

(7) プロポーザル選定結果通知          令和８年４月１日(水) 以降を予定 

(8) 契約協議、委託契約の締結、業務開始  令和８年４月１日(水) 以降を予定 

 

５ 関係資料 

(1) 関係資料の内容 

① 別紙１ 「業務説明書」 

② 別紙２ 「企画提案書作成要領」 

③ プロポーザル参加申込書兼誓約書 【様式１】 

④ 会社概要書 【様式２】 

⑤ 業務実績書 【様式３】 

⑥ 共同企業体協定書 【様式４】 

⑦ 質問票 【様式５】  

(2) 関係資料の配布期間 

     令和８年３月３日（火）から 令和８年３月 25 日（水） 

(3) 関係資料の配布場所（以下よりダウンロードしてください。） 

浦添市公式ホームページ https://www.city.urasoe.lg.jp/   

記事名：令和８年度浦添市地域経済牽引企業創出事業運営業務の受託候補者選定

に係る公募型プロポーザルの実施について（公告） 

https://www.city.urasoe.lg.jp/
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６ 質問の受付及び回答 

本業務等について質問がある場合は、次のとおり受付及び回答するものとする。 

(1) 質問及び受付方法 

質問書【様式５】に質問内容を記入のうえ、期限内に上記２(5)担当部署まで電子メール

により提出すること。なお、電話又は口頭による質問は受付しないものとする。 

(2) 受付期限 

令和８年３月 16 日（月）17 時 00 分まで（必着） 

(3) 回答方法 

提出された質問への回答は、令和８年３月 17 日（火）までに、浦添市公式ホームページ

に質問応答書の掲載をもって行うものとし、質問応答書は、質問内容及びその回答を記載し、

質問者の特定ができない形式で公開するものとする。 

 

７ 参加申込及び企画提案書の提出方法等 

   本業務の受託を希望する者は、以下により参加申込及び企画提案書を提出すること。 

 (1) 提出期限 

令和８年３月 25 日（水）17：00 まで（必着） 

(2) 提出書類 

① プロポーザル参加申込書兼誓約書 【様式１】 ／ １部 

② 定款又はそれに代わるもの（会社の概要パンフレット等）／ １部 

③ 登記事項証明書（履歴事項全部証明書）／ １部 

※ ３カ月以内に発行されたものとし、コピー等の写しも可とする。 

④ 国税及び地方税の滞納していないことを証明する書類 ／ 各１部 

※ 国税（法人税及び消費税及び地方消費税）、地方税(都道府県税及び市町村税)に滞納がないこ

とを証明する書類を提出すること。地方税(都道府県税及び市町村税)については、本社所在地に係るも

のに限る。なお、契約権限等を支店等に委任する場合は、本社及び支店等の両方を提出すること。（た

だし、本社及び支店等が同一の都道府県、市町村に位置している場合を除く。） 

※ ３カ月以内に発行されたものとし、コピー等の写しも可とする。 

⑤ 会社概要書 【様式２】 ／ ６部 

⑥ 業務実績書 【様式３】 ／ ６部 

⑦ 企画提案書（任意様式）／ ６部 

※ 作成にあたっては、別紙２「企画提案書作成要領」を参照のうえ、作成すること。 

⑧ 経費見積書（任意様式）／６部（1 部は原本とし、残りは写し可。） 

※ 委託料上限額の範囲内において、直接経費(人件費、事業費)、一般管理費、消費税及び地方消費税の

額を明記すること。なお、別紙１業務説明書を基に、各業務項目の経費が内訳等で確認できるようにすること。 

※  

⑨ 共同企業体協定書 【様式４】 ／ １部 

※ 参加申込者が共同企業体の場合に限る。 

※ 共同企業体の場合は、全ての構成員について②～④を提出すること。 
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(3) 提出書類の編綴 

提出書類⑤～⑧は、各書類 1 部単位で A4 フラットファイル１冊に編綴し、表紙に件名

（令和 8 年度 浦添市地域経済牽引企業創出事業運営業務 企画提案書）及び 参加 

申込者名を記載のうえ、合計６冊提出すること。 

※ 書類の並びは、項目順(⑤→⑧)に左側二穴開け(A4 縦)で編綴し、項目毎にインデックスを貼付けす

ること。 

(4) 提出方法 

上記２(5)担当部署に対し、提出書類（電子データ）をメールで送付するとともに、提出書

類（紙媒体）を持参（土・日・祝日を除く 9：00～17：00）又は郵送（簡易書留、レ

ターパック等受領確認ができる方法）により提出すること。 

※ 提出書類（電子データ）が5MBを超える場合は、ファイル転送サービス等を利用し、ダウンロードURL

を送付してください。 

※ 郵送等による提出の場合においても、令和８年３月 25 日（水）17：00 まで（必着）とする。 

 

８ プロポーザル参加者の決定及び通知 

市が設置する浦添市地域経済牽引企業創出事業運営業務受託候補者選定に係る審査

委員会（以下「審査委員会」という。）において、参加申込者からの提出書類を基に、参加資

格の要件確認及び審査を行い、本プロポーザルに参加できる者（以下「参加者」とい。）を決

定し、その結果を参加申込者全員に電子メールで通知するものとする。なお、参加申込者が４

者以上となった場合は、審査委員会において事前審査（書類選考）を実施し、プレゼンテー

ション審査を行う上位３者を参加者として選定するものとする。 

 

９ 受託候補者の選定方法等 

本業務の受託候補者の選定は、審査委員会において、参加者の提出書類及びプレゼンテー

ションの内容を踏まえ、別表「企画提案書及びプレゼンテーション審査基準」に基づく審査により、

次のとおり行うものとする。 

(1) プレゼンテーション日時及び会場（予定） 

開催日時：令和８年３月 30 日（月）の午前 または ３月 31 日（火）の午後 

開催場所：浦添市役所庁舎内会議室 

    ※ 日時及び会場の詳細は、確定後、参加資格確認結果通知書にて参加者へ通知する。 

(2) プレゼンテーションの方法 

① １参加者につき、プレゼンテーション 20 分以内、質疑応答 10 分程度とし、プレゼンテーショ

ン及び質疑応答は非公開で行う。 

② プレゼンテーションの実施に必要な機材等は、全て参加者において用意すること。ただし、プロ

ジェクター等を使用する場合は事前に申し出ること。 

③ 参加者は、企画提案書を基にプレゼンテーションを行うこととし、企画提案書提出後の内容

変更、企画提案書と異なる内容説明、当日の追加資料の配布を用いる等、事前に提出さ

れた企画提案書以外の資料を使用しての説明は不可とする。ただし、市から提出を求められ

た資料等については、この限りではない。 
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 (3) 審査方法 

    評価については 5 段階評価（ 5: 最高評価、 1: 最低評価）とし、審査項目ごとに一定

の倍率をかける傾斜配点を採用する。有効基準点以上（合計点数の 60％以上）の評価を

得た者のうち、最も評価点数が高い者を優先交渉権者、次点の者を次点交渉権者として特

定する。なお、最高点の者が複数者いる場合は、審査委員会における合議により優先交渉権

者を特定するものとする。 

(4) 契約締結に向けた交渉 

① 優先交渉権者は、本業務の受託候補者として、提出書類及びプレゼンテーションの内容を

基に、市と本業務の履行に必要な事項に関する交渉及び協議をすることができる。 

② 市は、①の交渉及び協議が整わなかった場合は、次点交渉権者を優先交渉権者として、改

めて交渉及び協議を行うことができるものとする。 

③ 市は、①又は②の交渉及び協議が整った場合は、優先交渉権者を契約相手方とする業務

委託契約に関する手続きを行うものとし、優先交渉権者は、市の求めに応じて、契約手続き

に必要な書類等の提出を行うこと。 

(5) 審査結果の通知 

審査結果は、電子メールで通知する。なお、審査委員会での審査内容は非公開とし、審査

結果に対する異議、問い合せ等は一切応じないものとする。 

 (6) 審査結果の公表 

優先交渉権者の名称は、市公式ホームページで公表する。 

 

10 留意事項 

(1) 本プロポーザルの参加にかかる経費は、すべて参加者負担とする。 

(2) 上記 7(2)提出書類のほか、必要に応じて追加資料の提出を求める場合がある。 

(3) 提出されたすべての資料の所有権は、市に帰属し、提出書類は採否の如何に関わらず返却

不可とする。 

(4) 企画提案書の著作権は提案者に帰属する。ただし、法令に基づく要請等があった場合はこの

限りではない。 

(5) 本業務の仕様及び実施条件は、別紙１「業務説明書」に定めるもののほか、優先交渉権者

の企画提案書に記載された内容を尊重し、発注者及び受託者が協議の上定めるものとする。 

(6) 参加申込書の提出後において、プロポーザルへの参加を辞退する場合は、書面（任意様式）

により、速やかに、上記２(6)担当部署に届け出ること。 

(7) 優先交渉権者選定に関する審査評価内容及び経過等については公表しない。 

(8) 電子メール等の通信事故について、市は一切の責任を負わないものとする。 

(9) 本プロポーザルに関する言語は日本語、通貨は日本円によるものとする。 
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11 失格事項 

以下のいずれかに該当する場合は、本プロポーザルへの参加を認めない又は契約締結の無効

若しくは取り消しを行うものとする。 

(1) 参加資格要件を満たしていない又は満たすことができなくなった者 

(2) 参加事業者（共同企業体の構成員も含む。）として複数応募した者 

(3) 所定の日時及び場所に提出書類の提出又はプレゼンテーション参加しない者。 

(4) この要領に定める事項に違反した者。 

(5) 提出書類に虚偽の記載をした者。 

(6) 提出書類の誤字又は脱字等により、極端に意思表示が不明確である者。 

(7) この要領に定める方法以外で市職員、審査委員等に対し、本プロポーザルについての接触を

はかり、接触した事実が認められた者。 

(8) その他公平な競争の妨げになる行為、事実があったと判断できる者。 

 
 
 
 
 
別表１ 

「企画提案書及びプレゼンテーション審査基準」 

 

審査項目・配点 審査の視点 評価の基準 

(1) 実績・実施体制 

【30 点】 

経験や実績 
同種又は類似の業務実績、当該業務に関連

した資格、経験等 

適切な業務を提供できる実

施体制 
担当者数、担当者の配置等 

(2) 提案内容 

【50 点】 

業務に対する理解度 業務の実施方針、提案内容の的確性 

業務計画の妥当性 業務計画、工程表等の的確性 

提案資料の表現力 資料の明確性、正確性 

独自企画 本業務への関連性、内容の具体性、効果等 

(3) プレゼンテーション・ 

質疑応答 

【10 点】 

プレゼンテーション・質疑応答

における対応 
業務への意欲、積極性 

(4) 地域貢献 

【10 点】 

企画提案者の所在地 市内に本社もしくは支店または営業所の有無 

市内事業者の活用 市内事業者の活用の見込み等 

 


